
＝
日
時　

＝
場
所　

＝
対
象　

＝
内
容　

＝
定
員　

＝
費
用　

＝
持
ち
物　

＝
問
い
合
わ
せ　

＝
申
し
込
み　

Ｇ
＝
グ
ル
ー
プ

く
ら
し
の
ガ
イ
ド

市
や
国
、
道
か
ら
の

お
知
ら
せ　
　
　
　

く
ら
し
と

住
ま
い

問い合わせ　環境対策グループ
（クリンクルセンター内・

☎85 2 9 5 8 ）

※ 粗大ごみは、１品ごとに『ごみ処理券（１
枚160円）』を貼って出してください。

　（１回につき 5品まで）

月の粗大ごみ収集９
申し込み　㈲登和清掃（☎88 0 2 0 0 ）

※土・日曜日、祝日を除く 9時～17時。
※ 電話のかけ間違いに十分注意してください。

北
海
道
運
輸
局

 

（
☎
011

－

290

－

2
7
2
5
）

○ 露店などの開設に係る
届け出
　対象火気器具を使用す
る露店などを開設する場
合は、届け出が必要です。
〇指定催しの指定
　市は、１日当たりの人
出予想が10万人以上で、
露店などが100店以上出店
する大規模な屋外の催し
を『指定催し』として指
定します。
　『指定催し』として指
定された場合、主催する
方は防火担当者を定め、
火災予防上の業務計画を
作成しなければなりませ
ん。

※改正後の条例は、 8月１日㈮からの施行となります。
問い合わせ　消防本部総務グループ（☎85９６１１）

や
め
よ
う
動
物
虐
待

優
良
運
輸
事
業
者
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

毎
週
木
曜
日
は
、
19
時
ま
で

住
民
票
な
ど
の
手
続
き
が

で
き
ま
す

火災予防条例の一部を改正しました

総合体育館の長期休館

電
話
予
約
で
土
曜
日
に

証
明
書
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す

グ
リ
ー
ン
デ
ー
タ
バ
ン
ク

制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

動
物
を
虐
待
す
る
と
、
法
律
で
罰

せ
ら
れ
ま
す
。

• 

み
だ
り
に
傷
つ
け
た
場
合　

１
年

以
下
の
懲
役
ま
た
は
100
万
円
以
下

の
罰
金

• 

み
だ
り
に
餌
や
り
や
給
水
を
や
め

て
衰
弱
さ
せ
た
場
合　

50
万
円
以

下
の
罰
金

• 

愛
護
動
物
を
遺
棄
し
た
場
合　

50

万
円
以
下
の
罰
金

環
境
対
策
Ｇ
（
☎
85
2
9
5
8
）

　

北
海
道
運
輸
局
は
、
優
良
運
輸
事

業
者
の
利
用
を
促
進
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
北
海
道
運
輸
局
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

）、

市
役
所
１
番
窓
口

 

戸
籍
、
住
民
票
（
異
動
届
を
含
む

　

印
鑑
登
録
証
明
関
係

市
民
サ
ー
ビ
ス
Ｇ

 

（
☎
85
1
8
5
5
）

○消火器の準備
　屋内・屋外を問わず、
次の対象火気器具などを
使用する催しなどには業
務用消火器（ＡＢＣ）の
準備が必要です。
• 液体燃料を使用する器
具（自家用発電機、石
油ストーブなど）
• 気体燃料を使用する器
具（ガスコンロ、ガス
ストーブなど）
• 固体燃料を使用する器
具（かまど、炭火コン
ロなど）
• 電気を熱源とする器具
（電気コンロ、電気ス
トーブなど）

　総合体育館は大規模改修工
事に伴い、長期休館します。
期 間　平成27年7月上旬～平
成28年１月下旬

問 い合わせ　社会教育グルー
プ（☎88１１２９）

▼ 
予
約
受
け
付
け　

毎
週
金
曜
日
9

時
〜
17
時
（
祝
日
の
と
き
は
そ
の

前
日
）

▼ 

受
取
日
時　

予
約
受
け
付
け
の
翌

土
曜
日
9
時
〜
12
時

市
役
所
宿
直
室

 

住
民
票
の
写
し
（
本
人
・
同
一
世

帯
の
も
の
）
、
印
鑑
登
録
証
明
書

（
本
人
の
も
の
）

市
民
サ
ー
ビ
ス
Ｇ

 

（
☎
85
1
8
5
5
）

　

家
庭
で
育
て
ら
れ
な
く
な
っ
た
樹

木
や
花
な
ど
を
登
録
し
、
希
望
す
る

方
に
無
料
で
提
供
す
る
制
度
で
す
。

※ 

掘
り
起
こ
し
や
運
搬
な
ど
は
、
受

け
取
る
方
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

都
市
計
画
・
公
園
Ｇ

 

（
☎
85
4
1
1
5
）

地　区 収集期間 申込期間

幌別町 9月 1日㈪～
9月 6日㈯

8月18日㈪～
8月29日㈮

中央町 9月 8日㈪～
9月13日㈯

8月25日㈪～
9月 5日㈮

千歳町 9月15日㈪～
9月20日㈯

9月 1日㈪～
9月12日㈮

青葉町、緑町、
鉱山町、川上町

9月22日㈪～
9月27日㈯

9月 8日㈪～
9月19日㈮

カルルス町、上登別町、
登別温泉町、中登別町

9 月29日㈪～
10月 4 日㈯

9月16日㈫～
9月26日㈮

登録されている樹木
番号 名称 高さ 葉張 数量

1 シャクナゲ 1.8㍍ 1.0㍍ １本

2
ツツジ

1.0㍍ 1.5㍍ 2 本

3 1.8㍍ 1.0㍍ 2 本

4 サツキ 0.5㍍ 0.5㍍ 5 本

18 くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ



福　

祉

計
画
・
税

財
政

市
民
会
館

※ 

戦
没
者
の
遺
族
の
方
で
、
出
席
案

内
の
通
知
が
届
い
て
い
な
い
方
は
、

8
月
15
日
㈮
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

社
会
福
祉
Ｇ
（
☎
85
1
9
1
1
）

原
爆
の
日
）
、
9
日
㈯
11
時
2
分

（
長
崎
市
原
爆
の
日
）
、
15
日
㈮

12
時
（
戦
没
者
を
追
悼
し
平
和
を

祈
念
す
る
日
）

社
会
福
祉
Ｇ
（
☎
85
1
9
1
1
）

す
。

　

納
付
に
は
口
座
振
替
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
払
い
が
便
利
で
す
。

税
務
Ｇ
（
☎
85
1
1
5
5
）

浄
化
槽
法
第
11
条
検
査
を

受
け
ま
し
ょ
う

道
路
の
異
常
を

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

平
和
を
祈
っ
て
黙
と
う
を

お
願
い
し
ま
す

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

登
別
市
戦
没
者
追
悼
式

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

終
戦
後
の
引
揚
者
へ
の

通
貨
や
証
券
な
ど
の
返
還

　

こ
の
検
査
は
、
浄
化
槽
の
保
守
点

検
と
清
掃
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る

か
、
浄
化
槽
の
機
能
が
正
常
に
維
持

さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
た
め
の
も

の
で
す
。
浄
化
槽
の
管
理
者
に
は
定

期
的
な
保
守
点
検
・
清
掃
と
は
別
に
、

年
１
回
受
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

環
境
対
策
Ｇ
（
☎
85
2
9
5
8
）

　

道
路
に
穴
が
あ
い
て
い
る
、
排
水

溝
の
ふ
た
が
壊
れ
て
い
る
な
ど
、
道

路
の
異
常
に
気
が
付
い
た
と
き
は
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

 

土
木
Ｇ
（
☎
85
3
2
6
0
・
夜
間

☎
85
2
1
1
1
）

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
第

2
期
）
の
納
期
限
は
9
月
１
日
㈪
で

　

原
爆
死
没
者
と
戦
争
犠
牲
者
を
追

悼
し
、
世
界
の
恒
久
平
和
の
確
立
を

祈
念
す
る
た
め
、
消
防
署
と
各
消
防

支
署
な
ど
で
１
分
間
、
サ
イ
レ
ン
を

吹
鳴
し
ま
す
。

 

8
月
6
日
㈬
8
時
15
分
（
広
島
市

　

国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴
収
第

3
期
）
、
介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収

第
2
期
）
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
（
普
通
徴
収
第
2
期
）
の
納
期
限

は
9
月
１
日
㈪
で
す
。

　

納
付
に
は
口
座
振
替
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
払
い
が
便
利
で
す
。

 

国
民
健
康
保
険
Ｇ
（
☎
85
1
7
7

1
）
、
高
齢
・
介
護
Ｇ
（
☎
85
5

7
2
0
）
、
年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ

（
☎
85
2
1
3
7
）

　

戦
没
者
の
霊
を
慰
め
、
追
悼
の
意

を
表
し
、
平
和
へ
の
誓
い
を
新
た
に

す
る
た
め
、
戦
没
者
追
悼
式
を
行
い

ま
す
。

　

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

8
月
19
日
㈫
10
時

8
月
5
日
㈫

10
時
〜
13
時
・
ア
ー
ニ
ス

14
時
30
分
〜
15
時
30
分
・
恵
愛
病

院健
康
推
進
Ｇ
（
☎
85
0
1
0
0
）

　

戦
後
に
海
外
か
ら
引
き
揚
げ
て
き

た
方
が
た
が
上
陸
地
の
税
関
や
海
運

局
へ
預
け
た
、
ま
た
は
樺
太
や
満
州

か
ら
の
帰
国
前
に
領
事
館
な
ど
に
預

け
た
通
貨
や
証
券
を
お
返
し
し
て
い

ま
す
。

　

返
還
請
求
は
家
族
の
方
も
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

室
蘭
税
関
支
署
（
☎
㉒
7
2
0
1
）

▼パック料金 （単位：円）

区　分 乗車区間 運賃＋入館料
通常料金 パック料金

一　般
鷲別方面、
登別方面～
市民プール

1,120 900
65歳以上 920 700
高校生 820 600
中学生 720 500
小学生 420 300
一　般

登別温泉方面～
市民プール

1,420 1,000
65歳以上 1,220 800
高校生 1,120 700
中学生 1,020 600
小学生 560 350

『市民プールバスパック』を『市民プールバスパック』を
ご利用くださいご利用ください

　市民プール行きの往復バス料金と入館料を合わせた
『市民プールバスパック』を販売しています。

▼バス利用区間
◎千代の台線　上鷲別入口～市民プール前
◎登別室蘭線
•鷲別・上鷲別入口～クリンクルセンター前
•汐見坂～クリンクルセンター前
•登別温泉ターミナル～クリンクルセンター前

▼  パック券販売所　市民プール、鷲別公民館、市役所
内母子会売店、市民会館、道南バス若山営業所、道
南バス登別温泉ターミナル、川西燃料店

※ 鷲別方面は鷲別・上鷲別入口、登別方面は汐見坂、
登別温泉方面は登別温泉ターミナルを起点とします。
※ パック券の利用は、市内からの乗車に限ります。バ
スを乗り継ぐ場合は、利用できません。
問い合わせ　社会教育グループ（☎88１１２９）
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